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ノ
ー
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厚
生
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働
）省
女
性
局
長
の
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リ
ア
パ
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分
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一
九
五
〇
─
一
九
八
五
年
の
労
働
省
入
省
者
を
対
象
に 

 

近　

藤　

貴　

明

一　

先
行
研
究
の
状
況
と
本
稿
の
課
題

　

近
年
、
わ
が
国
の
公
務
員
制
度
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
も
の
に
、
二
〇

一
四
年
の
内
閣
人
事
局
設
置
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
内
閣
人
事
局
に

「
幹
部
職
員
人
事
の
一
元
化
」
と
い
う
強
力
な
権
限
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
に
対
す
る
適
格
性
審
査
を
通
じ
、
政
権
側
の
意
向
を
霞
が
関

人
事
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

内
閣
人
事
局
の
設
置
以
降
、
霞
が
関
人
事
に
顕
著
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
傾

向
の
一
つ
に
、
女
性
幹
部
職
員
の
登
用
促
進（［
図
1
］）が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
央
省

庁
の
幹
部
ポ
ス
ト
は
「
指
定
職
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
内
閣
人
事
局
が
公
表
し
て
い

る
全
指
定
職
に
占
め
る
女
性
官
僚
の
割
合
は
、
二
〇
一
五
年
以
降
、
三
％
台
か
ら

四
％
台
を
記
録
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」

に
盛
り
込
ま
れ
た
成
果
目
標
を
踏
ま
え
、
政
権
側
の
意
向
を
汲
み
取
っ
た
官
僚
側

の
応
答
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

全
指
定
職
に
占
め
る
女
性
官
僚
の
割
合
と
共
に
、
し
ば
し
ば
注
目
の
的
と
な
る

の
が
、
女
性
官
僚
が
起
用
さ
れ
た
ポ
ス
ト
で
あ
る
。
と
く
に
顕
著
な
の
が
、
第
二

次
安
倍
政
権
発
足
以
降
、
霞
が
関
全
体
で
進
む
重
要
ポ
ス
ト
へ
の
女
性
官
僚
の
起

用
で
あ
ろ
う
。
二
〇
一
三
年
の
厚
生
労
働
事
務
次
官（
村
木
厚
子
）、
二
〇
一
七
年

の
特
許
庁
長
官（
宗
像
直
子
）、
二
〇
一
九
年
の
総
務
省
総
務
審
議
官（
山
田
真
貴
子
）、

二
〇
二
一
年
の
金
融
庁
金
融
国
際
審
議
官（
天
谷
知
子
）と
農
林
水
産
省
農
林
水
産

審
議
官（
新
井
ゆ
た
か
）は
、
当
該
省
庁
の
次
官（
次
官
級
）ポ
ス
ト
に
、
初
の
女
性
官

僚
を
起
用
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
記
の
よ
う
な
人
事
情
報
は
、
女
性
官
僚
を
め
ぐ
る
キ
ャ
リ
ア
形

成
の
実
像
を
正
確
に
映
し
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
政
学
の
分

野
で
は
、
同
期
入
省
者
の
入
省
か
ら
退
官
ま
で
の
選
抜
・
昇
進
過
程
を
明
ら
か
に

す
る
キ
ャ
リ
ア
ツ
リ
ー
分
析
や
、
特
定
の
ポ
ス
ト（
事
務
次
官
や
本
省
局
長
）の
歴
代

在
職
者
の
人
事
傾
向
を
析
出
す
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
と
い
っ
た
手
法
で
、
霞
が

論
文
タ
イ
ト
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関
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
を
官
僚
集
団
と
し
て
捉
え
、
そ
の
人
事
傾
向
や
時
代
的
変
化

を
析
出
す
る
研
究
が
盛
ん
で
あ
る）（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見
の
限
り
、
キ
ャ
リ
ア

ツ
リ
ー
や
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
手
法
を
用
い
て
、
女
性
官
僚
を
官
僚
集
団
と
し
て
捉

え
、
実
証
的
に
分
析
し
た
研
究
成
果
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

霞
が
関
に
お
け
る
女
性
幹
部
職
員
登
用
促
進
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、

行
政
学
の
知
見
を
導
き
得
る
だ
け
の
分
析
サ
ン
プ
ル
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る

こ
と
が
背
景
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　

唯
一
、
学
問
的
水
準
を
満
た
す
量
的
・
質
的
な
分
析
サ
ン
プ
ル
を
備
え
て
い
る

と
す
れ
ば
、
旧
労
働
省
と
後
継
の
厚
生
労
働
省
の
女
性
官
僚
で
あ
ろ
う
。
戦
後
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
後
押
し
を
受
け
て
設
置
さ
れ
た
労
働
省
婦
人
少
年
局
に
は
、
女
性
限
定

の
ポ
ス
ト
と
し
て
、
婦
人
少
年
局
長
、
婦
人
労
働
課
長
、
婦
人
課
長
が
用
意
さ
れ
、

当
該
ポ
ス
ト
に
充
て
る
女
性
官
僚
を
養
成
す
る
た
め
、
労
働
省
で
は
一
九
五
〇
年

入
省
組
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
年
次
に
お
い
て
女
性
官
僚
を
採
用
し
続
け
て
き
た
。

　

こ
の
労
働
省
の
女
性
官
僚
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
見
渡
す
限
り
、
牧
原
出

（
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年
）と
金
子
幸
子（
二
〇
一
三
年
）が
実
証
的

な
研
究
成
果
を
提
供
し
て
い
る
。

　

牧
原
は
一
連
の
論
文
の
中
で
、
国
連
の
「
国
際
婦
人
年
」（
一
九
七
五
年
）を
契

機
に
、
男
女
共
同
参
画
社
会
形
成
に
か
か
る
総
合
調
整
を
担
っ
た
総
理
府
婦
人
問

題
対
策
室
に
つ
い
て
、
婦
人
の
地
位
向
上
と
婦
人
問
題
の
調
査
・
連
絡
調
整
を
主

務
と
す
る
労
働
省
婦
人
少
年
局
と
の
調
整
権
限
を
め
ぐ
る
組
織
間
紛
争
を
回
避
す

る
た
め
、
労
働
省
の
女
性
官
僚
八
人（
久
保
田
真
苗
、
赤
松
良
子
、
高
橋
久
子
、
柴
田

知
子
、
松
本
康
子
、
川
橋
幸
子
、
藤
井
紀
代
子
、
堀
内
光
子
）を
総
理
府
に
送
り
込
む
こ

と
で
、
歴
代
の
婦
人
問
題
対
策
室
長
を
労
働
省
出
身
者
で
固
め
た
人
事
政
策
の
一
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［図 1］　全指定職に占める女性官僚の人数と割合
出典：�人事院・総務省「女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果」（2006年10月25日公表、2007年10月24日公

表、2008年10月27日公表、2009年 8 月 5 日公表、2010年 7 月13日公表、2011年10月21日公表、2012年 9 月11日公表）、人事院・総務省
「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業の取得状況のフォローアップ」（2012年12月11日公表、2013年12月24日公表）、
内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況について」（2014年10月17日公表）、内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状
況及び国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ」（2015年12月 1 日公表、2016年12月20日公表、2017年10月27日公表、
2018年11月 2 日公表、2019年11月 1 日公表）、内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の登用状況のフォローアップ」（2020年11月20日
公表、2021年11月25日公表）〈いずれも内閣官房内閣人事局ホームページ（https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_w5_
list.html）に掲載〉を元に作成。
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端
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）（
（

。

　

一
方
、
金
子
は
労
働
省
婦
人
少
年
局
の
局
長
七
人
と
一
部
の
課
長
四
人
の
計
一

一
人
に
つ
い
て
、
主
な
略
歴
や
主
要
業
績
と
い
っ
た
基
幹
情
報
を
分
析
し
た
上
で
、

労
働
省
の
女
性
官
僚
に
は
、
二
つ
の
範
型
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な

わ
ち
、
金
子
が
設
定
し
た
時
期
区
分
に
従
う
と
、
第
一
期（
一
九
四
七
年
か
ら
一
九

五
五
─
六
〇
年
く
ら
い
ま
で
）に
属
す
る
女
性
官
僚
七
人（
山
川
菊
栄
、
谷
野
せ
つ
、
新

妻
い
と
、
田
中
寿
美
子
、
藤
田
た
き
、
高
橋
展
子
、
大
羽
綾
子
）は
、
労
働
省
入
省
前
の

生
活
体
験（
女
性
解
放
運
動
、
女
工
労
働
調
査
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
女
性
通
訳
）を
根
底
に
持
ち
、

女
性
を
取
り
巻
く
生
活
環
境
や
社
会
的
地
位
を
改
善
す
べ
く
、
戦
後
民
主
改
革
の

普
及
を
目
指
し
た
官
僚
集
団
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
期

（
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
か
ら
一
九
八
五
年
の
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
成
立
前

後
ま
で
）に
属
す
る
女
性
官
僚
四
人（
森
山
眞
弓
、
赤
松
良
子
、
高
橋
久
子
、
佐
藤
ギ
ン

子
）は
、
勤
労
青
少
年
福
祉
法（
一
九
七
〇
年
）や
勤
労
婦
人
福
祉
法（
一
九
七
二
年
）の

制
定
に
立
法
段
階
か
ら
関
与
し
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法（
一
九
八
六
年
）の
制
定

に
あ
た
っ
て
は
、
労
使
間
対
立
の
中
で
調
整
に
努
力
し
た
「
調
整
型
官
僚
」
で

あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る）（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
牧
原
と
金
子
は
計
量
分
析
的
手
法
を
も
っ
て
、
労
働
省
の
女
性

官
僚
の
集
団
的
傾
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
分
析
対
象
を
労
働
省
に

限
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
労
働
省
の
女
性
官
僚
の
集
団
的
傾
向
に
つ
い
て

は
触
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
の
女
性
官

僚
を
取
り
上
げ
た
研
究
成
果
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
出
雲
明
子（
二
〇
一
七
年）
（
（

）

や
芦
立
秀
朗（
二
〇
一
九
年）
（
（

）の
論
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
二
次
安
倍
政
権
に

お
け
る
女
性
幹
部
職
員
の
登
用
促
進
に
関
連
し
て
、
事
務
次
官
や
大
臣
官
房
長
と

い
っ
た
、
重
要
ポ
ス
ト
へ
の
女
性
官
僚
の
起
用
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
傾
向
が

強
い
。
筆
者
の
検
索
不
足
で
な
い
と
す
れ
ば
、
厚
生
労
働
省
の
女
性
官
僚
を
官
僚

集
団
と
し
て
捉
え
、
計
量
分
析
的
手
法
を
駆
使
し
た
研
究
成
果
は
皆
無
と
い
え
る
。

　

行
政
学
分
野
に
お
け
る
近
年
の
動
向
と
し
て
、
官
僚
制
の
研
究
を
行
う
に
あ
た

り
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
の
手
法
を
採
用
し
た
際
は
、
分
析
期
間
を
長
期
に
設
定

す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
を
対
象
と
し
た
研
究
に
つ
い
て
も
、
西

岡
晋
が
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長（
二
〇
〇
八
年）
（
（

）と
事
務
次
官（
二
〇
二
一
年）
（
（

）の

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
厚
生
省
期
か
ら
厚
生
労
働
省
期
ま
で
を

一
体
的
に
捉
え
た
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
る
。
筆
者
も
厚
生
労
働
省
の
複
数
の

ポ
ス
ト（
社
会
・
援
護
局
長
、
社
会（
社
会
・
援
護
）局
保
護
課
長
、
老
健
局
長
）を
対
象
に

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
行
っ
た
経
験
が
あ
る
が）（
（

、
先
学
諸
氏
の
研
究
に
倣
い
、
分

析
期
間
を
二
〇
〇
一
年
の
中
央
省
庁
再
編
前
後
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
長
期
に
わ
た
っ

て
設
定
し
た
。

　

冒
頭
で
紹
介
し
た
霞
が
関
の
女
性
幹
部
職
員
登
用
促
進
に
お
い
て
、［
図
1
］

の
グ
ラ
フ
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
厚
生
労
働
省
が
一
定
割
合
の
女
性
官
僚
を
輩
出

し
続
け
て
い
る
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
前
身
の
労
働
省
を
含
め
、
厚
生
労
働
省
の
女

性
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
し
、
そ
の
人
事
傾
向
を
析
出
す
る
こ
と
は
意
義

の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
労
働
省
入
省
後
、
労
働

省
本
省
や
厚
生
労
働
省
本
省
に
お
い
て
、
局
長（
局
長
級
）ポ
ス
ト
を
経
験
し
た
こ

と
の
あ
る
一
六
人
の
女
性
官
僚
を
対
象
に
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
行
う
。
本
稿
の

構
成
は
、
第
二
章
で
出
身
大
学
別
と
出
身
学
部
別
に
み
る
学
歴
の
分
析
、
第
三
章

で
就
任
年
齢
と
在
職
年
数
の
分
析
、
第
四
章
で
労
働（
厚
生
労
働
）省
の
内
部
部
局

に
お
け
る
配
置
傾
向
の
分
析
、
第
五
章
で
労
働（
厚
生
労
働
）省
の
女
性
行
政
部
局

労働（厚生労働）省女性局長のキャリアパス分析

71



に
お
け
る
配
置
傾
向
の
分
析
と
し
た
。

　

な
お
、
分
析
対
象
と
な
る
女
性
官
僚
の
氏
名
と
選
定
理
由
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で

あ
る
。

　

本
稿
で
分
析
す
る
女
性
官
僚
の
氏
名
は
、
森
山
眞
弓
、
高
橋
久
子
、
赤
松
良
子
、

佐
藤
ギ
ン
子
、
松
原
亘
子
、
太
田
芳
枝
、
藤
井
龍
子
、
岩
田
喜
美
枝
、
坂
本
由
紀

子
、
北
井
久
美
子
、
村
木
厚
子
、
伊
岐
典
子
、
石
井
淳
子
、
安
藤
よ
し
子
、
定
塚

由
美
子
、
吉
本
明
子
の
一
六
人
と
し
た
。

　

右
記
女
性
官
僚
の
選
定
理
由
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
国
家
公
務
員
採
用
試
験
に

合
格
し
て
労
働
省
に
入
省
後
、
省
内
に
お
け
る
評
価
・
昇
進
・
選
抜
を
経
て
、
労

働
官
僚
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
し
、
本
稿
脱
稿
時
点（
二
〇
二
二
年
一
〇

月
）ま
で
に
退
官
済
み
─
─
入
省
か
ら
退
官
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
完
結
し
て

い
る
─
─
の
女
性
官
僚
と
し
た
。
従
っ
て
、
戦
後
の
国
家
公
務
員
採
用
試
験
制
度

の
開
始
前
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
関
わ
り
で
労
働
省
婦
人
少
年
局
に
入
っ
た
山
川
菊
栄

（
一
九
四
七
年
婦
人
少
年
局
長
）、
藤
田
た
き（
一
九
五
一
年
婦
人
少
年
局
長
）、
高
橋
展

子（
一
九
六
五
年
婦
人
少
年
局
長
）、
一
九
四
七
年
に
厚
生
省
労
働
基
準
局
課
長
か
ら

労
働
省
婦
人
少
年
局
課
長
に
転
じ
た
谷
野
せ
つ（
一
九
五
五
年
婦
人
少
年
局
長
）は
、

本
稿
で
取
り
上
げ
る
女
性
官
僚
一
六
人
と
比
較
し
て
、
労
働
省
の
入
省
資
格
や

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
形
成
過
程
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
分
析
上
の
バ
イ
ア
ス

と
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
の
分
析
対
象
か
ら
除
外
し
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
断
っ
て
お
く
。

二　

出
身
大
学
別
と
出
身
学
部
別
に
み
る
学
歴
の
分
析

　

キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
集
団
的
傾
向
を
述
べ
る
際
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り

上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
に
、
入
省
前
の
学
歴
が
あ
る
。
国
家
公
務
員
採
用
試
験
の
中

で
も
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
を
採
用
す
る
試
験（
か
つ
て
の
六
級
職
、
上
級
甲
種
、
Ⅰ
種
、

現
在
の
総
合
職
）は
最
難
関
と
さ
れ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
試
験
の
合
格

者
に
は
最
高
学
府
で
あ
る
大
学
卒
業
者
の
割
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　

キ
ャ
リ
ア
官
僚
と
学
歴
の
関
係
に
つ
い
て
、
昭
和
期
の
官
僚
制
を
叙
述
し
た
松

本
清
張（
一
九
六
三
年
）は
、「
官
庁
に
就
職
す
る
に
は
東
大
を
優
秀
な
成
績
で
出
な

け
れ
ば
官
僚
の
ベ
ス
ト
・
コ
ー
ス
に
乗
れ
な
い
〔
中
略
〕
同
じ
帝
大
で
も
京
都
や

北
海
道
、
九
州
あ
た
り
で
は
出
世
コ
ー
ス
に
は
乗
り
に
く
い
。
当
然
、
法
科
が
主

流
で
あ
る）（
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
時
代
は
進
み
、
近
年
の
国
家
公
務
員
制
度
改
革

ま
で
扱
っ
た
西
尾
隆（
二
〇
一
八
年
）は
、「〔
一
九
九
二
年
に
〕
宮
沢
喜
一
首
相
は
、

行
政
に
は
多
様
な
価
値
観
が
必
要
だ
と
し
て
採
用
時
の
東
大
偏
重
是
正
を
打
ち
出

し
」
た
も
の
の
、「
合
格
者
数
・
採
用
数
と
も
東
大
卒
が
圧
倒
す
る
状
況
は
法
文

系
・
理
系
を
問
わ
ず
変
わ
っ
て
い
な
い）10
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

本
稿
で
分
析
す
る
女
性
官
僚
一
六
人
は
、
六
級
職
試
験
、
上
級
甲
種
試
験
、
Ⅰ

種
試
験
の
難
関
を
パ
ス
し
、
労
働
省
に
入
省
し
た
キ
ャ
リ
ア
官
僚
で
あ
る
。
本
章

で
は
、［
図
2
］
の
円
グ
ラ
フ
を
元
に
、
出
身
大
学
別
と
出
身
学
部
別
に
分
け
て
、

女
性
官
僚
一
六
人
の
学
歴
の
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
出
身
大
学
別
の
学
歴
は
、
東
京
大
学
一
三
人
、
九
州
大
学
一
人
、
高
知

大
学
一
人
、
慶
應
義
塾
大
学
一
人
と
、
女
性
官
僚
全
体
の
八
一
％
を
東
京
大
学
出
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身
者
が
占
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
と
し
て
労
働
省
に
採
用
さ

れ
る
際
、
他
の
大
学
出
身
者
よ
り
、
東
京
大
学
出
身
者
が
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
東
京
大
学
出
身
の
定
塚
由
美
子
は
、
高
校
生
の
頃
、

通
商
産
業
省
の
貿
易
摩
擦
解
消
や
途
上
国
支
援
の
取
り
組
み
に
共
感
し
、
将
来
、

国
家
公
務
員
に
な
る
た
め
、
東
京
大
学
を
志
望
し
た
と
回
顧
し
て
い
る）11
（

。
一
方
、

高
知
県
で
生
ま
れ
育
っ
た
村
木
厚
子
は
、
進
学
先
に
高
知
大
学
を
選
ん
だ
理
由
に

つ
い
て
、「
な
ん
と
な
く
暗
黙
の
了
解
で
、
家
か
ら
通
え
る
と
こ
ろ
」
で
、
地
元

の
大
学
に
進
学
し
た
と
語
っ
て
い
る）12
（

。

　

つ
ぎ
に
、
出
身
学
部
別
の
学
歴
は
、
法
学
部
七
人
、
経
済
学
部
四
人
、
教
養
学

部
四
人
、
文
理
学
部
一
人
と
、
法

律
学
や
行
政
学
の
専
門
知
識
が
求

め
ら
れ
る
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
世
界

に
お
い
て
、
法
学
部
出
身
者
が
四

四
％
、
法
学
部
以
外
の
出
身
者
が

五
六
％
と
、
必
ず
し
も
法
科
偏
重

主
義
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
特
徴

的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
学
部
以

外
の
出
身
者
の
中
に
は
、
入
省
後

に
苦
労
し
た
者
も
お
り
、
例
え
ば
、

経
済
学
部
出
身
の
石
井
淳
子
は

「
法
学
部
卒
で
な
か
っ
た
こ
と
で

苦
労
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

〔
中
略
〕
労
働
債
権
の
扱
い
を
変

え
る
こ
と
が
で
き
る
一
〇
年
に
一
度
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
重
要
な
局
面
を
前
に
、

私
は
大
ピ
ン
チ
で
し
た
。
お
よ
そ
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
倒
産
に
係
る
法
律
を
Ｇ
Ｗ

に
必
死
で
読
み
込
」
ん
で
乗
り
切
っ
た
と
回
想
し
て
い
る）13
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
官
僚
一
六
人
の
学
歴
を
分
析
す
る
と
、
出
身
大
学
に
つ
い

て
は
東
京
大
学
偏
重
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が
、
出
身
学
部
に
つ
い
て
は
法
学
部

に
偏
ら
ず
、
経
済
学
部
、
教
養
学
部
、
文
理
学
部
と
、
そ
の
多
様
性
を
み
て
と
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

三　

就
任
年
齢
と
在
職
年
数
の
分
析

　

わ
が
国
の
官
僚
制
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、
年
功
序
列
人
事
と
選
抜
人
事
を
組

み
合
わ
せ
た
、
入
省
年
を
基
準
と
す
る
人
事
管
理
が
あ
る
。
人
事
院
の
『
公
務
員

白
書（
平
成
一
四
年
版
）』
に
は
、
三
三
歳
／
一
一
年
目
で
課
長
補
佐
、
三
九
歳
／

一
七
年
目
で
企
画
官
、
四
一
歳
／
一
九
年
目
で
室
長
、
四
二
歳
／
二
〇
年
目
で
課

長
、
五
〇
歳
／
二
八
年
目
で
審
議
官
、
五
一
歳
／
二
九
年
目
で
局
長
、
五
六
歳
／

三
四
年
目
で
次
官
と
昇
進
し
て
い
く
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
例
示
さ

れ
て
い
る）14
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
霞
が
関
の
事
務
方
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
次
官
の
人
事
に
つ
い
て
、

新
次
官
が
誕
生
す
る
と
、
新
次
官
と
同
期
の
入
省
者
は
一
斉
に
退
職
す
る
の
が
慣

わ
し
と
さ
れ
て
き
た）15
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
天
下
り
問
題
」
の

一
因
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
小
泉
内
閣
の
閣
議
決
定

に
よ
っ
て
、
幹
部
職
員
の
勧
奨
退
職
年
齢
を
引
き
上
げ
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る）16
（

。

学部別大学別

東京大学
13人

九州大学
1人

高知大学
1人

慶應義塾大学
1人

法学部
7人

経済学部
4人

教養学部
4人

文理学部
1人

［図 2］　学歴の内訳
出典：�秦郁彦編『日本近現代人物履歴事典』（第 2 版、東京大学出版会、2013年）、

米盛幹雄編『労働省名鑑』（各年版、時評社）、米盛康正編『厚生労働省名
鑑』（各年版、時評社）を元に作成。
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当
然
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
女
性
官
僚
一
六
人
も
、
右
記
の
よ
う
な
、
キ
ャ
リ

ア
官
僚
の
世
界
で
特
有
の
人
事
管
理
下
で
、
昇
進
を
積
み
重
ね
て
き
た
と
思
料
さ

れ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
就
任
年
齢
や
在
職
年
数
は
ど
の
よ
う
な
傾
向
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
課
長
補
佐
、
課
長
、
部
長（
部
長
級
）、
局

長（
局
長
級
）そ
れ
ぞ
れ
の
初
任
時
に
お
け
る
就
任
年
齢
と
在
職
年
数（［
図
3
］）に

焦
点
を
当
て
、
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
課
長
補
佐
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
に
と
っ
て
、
課
長
補

佐
時
代
は
多
忙
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
務
の
責
任
者
と
な
っ
て
活
躍
で
き
る
時
期

で
あ
る
と
さ
れ
る）17
（

。
女
性
官
僚
一
六
人
の
場
合
、
就
任
年
齢
は
三
〇
歳
代
が
一
四

人
、
四
〇
歳
代
が
二
人
、
平
均
三
四
・
〇
歳
、
在
職
年
数
は
八
年
か
ら
一
七
年
の

幅
が
あ
り
、
平
均
一
一
・
二
年
と
な
っ
て
い
た
。［
図
3
］
の
グ
ラ
フ
の
推
移
を

み
る
と
、
森
山
眞
弓
か
ら
佐
藤
ギ
ン
子
の
四
人
は
、
就
任
年
齢
が
平
均
三
七
・
三

歳
、
在
職
年
数
が
平
均
一
四
・
〇
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
松
原
亘
子
か
ら
吉
本
明

子
の
八
人
は
、
就
任
年
齢
が
三
二
・
九
歳
、
在
職
年
数
が
一
〇
・
三
年
と
、
一
九

六
四
年
に
入
省
し
た
松
原
以
降
、
就
任
年
齢
や
在
職
年
数
は
若
年
化
の
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
、
課
長
の
場
合
、
就
任
年
齢
は
三
〇
歳
代
が
二
人
、
四
〇
歳
代
が
一
四

人
、
平
均
四
二
・
二
歳
、
在
職
年
数
は
一
五
年
か
ら
二
四
年
の
幅
で
、
平
均
一

九
・
三
年
と
な
っ
て
い
た
。
最
年
少
は
森
山
眞
弓
の
三
七
歳
／
在
職
一
五
年
、
最

年
長
は
安
藤
よ
し
子
の
四
七
歳
／
在
職
二
四
年
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
み
れ
ば
、

就
任
年
齢
は
四
一
歳
か
ら
四
三
歳
、
在
職
年
数
は
一
九
年
か
ら
二
〇
年
の
幅
で
一

定
し
て
い
る
。
村
木
厚
子
は
課
長
の
職
務
に
つ
い
て
、「
目
に
見
え
る
形
で
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
り
な
が
ら
、
職
員
を
動
か
し
て
業
務
を
進
め
て
い
か
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
仕
事
が
今
ど
う
進
ん
で
い
る
か
を
一
番
把
握
で
き
る
立
場
で
す
し
、

一
番
主
体
的
に
仕
事
が
で
き
る
面
白
さ
が
あ
り
ま
す）18
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
労
働

省
や
厚
生
労
働
省
で
は
、
三
〇
歳
代
で
課
長
補
佐
を
経
験
さ
せ
た
の
ち
、
四
〇
歳

代
初
め
で
課
長
に
昇
進
さ
せ
る
こ
と
で
、
霞
が
関
の
政
策
立
案
者
と
し
て
、
女
性

官
僚
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
で
き
る
環
境
を
提
供
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

課
長
の
上
位
に
位
置
す
る
部
長（
部
長
級
）に
つ
い
て
は
、
課
長
か
ら
局
長
に
昇

進
し
た
三
人（
森
山
眞
弓
、
高
橋
久
子
、
赤
松
良
子
）を
除
く
、
合
計
一
三
人
が
分
析

対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
就
任
年
齢
は
四
〇
歳
代
が
六
人
、
五
〇
歳
代
が
七
人
、

平
均
五
〇
・
二
歳
、
在
職
年
数
は
二
五
年
か
ら
三
一
年
の
幅
で
、
平
均
二
七
・
三

年
と
な
っ
て
お
り
、［
図
3
］
の
グ
ラ
フ
の
間
隔
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
部
長

（
部
長
級
）を
一
─
三
年
経
験
後
、
局
長（
局
長
級
）に
昇
進
さ
せ
る
人
事
運
用
が
確

立
さ
れ
て
い
た
。

　

他
方
、
局
長（
局
長
級
）の
場
合
、
就
任
年
齢
は
四
〇
歳
代
が
一
人
、
五
〇
歳
代

が
一
五
人
、
平
均
五
二
・
一
歳
、
在
職
年
数
は
二
四
年
か
ら
三
三
年
の
幅
で
、
平

均
二
九
・
一
年
で
あ
っ
た
。
平
均
年
齢
に
着
目
す
る
と
、
一
九
七
四
年
に
四
六
歳

の
若
さ
で
局
長
に
抜
擢
さ
れ
た
森
山
眞
弓
を
例
外
と
す
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
か
ら

二
〇
〇
九
年
の
間
に
局
長
と
な
っ
た
一
一
人
は
平
均
五
一
・
八
歳
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
二
〇
一
二
年
以
降
、
局
長
に
就
任
し
た
四
人
は
平
均
五
四
・
五
歳
と
三
歳

近
く
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

背
景
に
は
、
二
〇
〇
八
年
度
と
比
較
し
て
、
勧
奨
退
職
年
齢
の
平
均
を
三
歳
以

上
高
く
す
る
こ
と
を
目
指
す
人
事
運
用
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ

る
。
実
際
、
局
長
ポ
ス
ト
を
経
験
後
、
特
命
全
権
大
使
に
任
命
さ
れ
た
赤
松
良
子
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就任年齢

在職年数

5

10

15

20

25

30

課長補佐 課長 部長(部長級) 局長(局長級)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

課長補佐 課長 部長(部長級) 局長(局長級) 退官(イタリック)

35

1111

1515
1313

1717

1010
1111

1010
1212

1111
1010 1010

1111 1111 1111

88 88

1515
1717

2020 2020 2020 2020 2020
1919

1616

1919
1818

2020

2424

2020
1919

2626

2121

2727
2525

2828

2525 2525
2727

2525
2727

2929

3131 3030 3030

2424
2626

2929
2727 2727

2929
2828 2727

3030
2929

3030 3030
3232 3232 3232

3333

3333

4040

3636

4040

3333 3434 3333
3535 3434

3333
3232

3434
3333 3434

3030 3030

3737

4646

4141
4343 4343 4444

4343 4343 4242

3939
4141 4141 4242

4747

4242 4141

5050 4949
5151

4848 4949 5050
4848 4949

5252

4848

5454
5252 5252

4646

5252

5353
5151 5050

5252 5151 5151
5353 5252 5252

5353
5454 5555 5454 5555

5252
5454

5959 6060

5757
5555

5353

5656
5555 5454

5959 5858 5858
5959 5858 5858

森
山
眞
弓

高
橋
久
子

赤
松
良
子

佐
藤
ギ
ン
子

松
原
亘
子

太
田
芳
枝

藤
井
龍
子

岩
田
喜
美
枝

坂
本
由
紀
子

北
井
久
美
子

村
木
厚
子

伊
岐
典
子

石
井
淳
子

安
藤
よ
し
子

定
塚
由
美
子

吉
本
明
子

森
山
眞
弓

高
橋
久
子

赤
松
良
子

佐
藤
ギ
ン
子

松
原
亘
子

太
田
芳
枝

藤
井
龍
子

岩
田
喜
美
枝

坂
本
由
紀
子

北
井
久
美
子

村
木
厚
子

伊
岐
典
子

石
井
淳
子

安
藤
よ
し
子

定
塚
由
美
子

吉
本
明
子

［図 3］　各ポスト初任時の就任年齢と在職年数
出典：�人事興信所編『人事興信録』（各年版、人事興信所）、同盟通信社編『全国官公界名鑑』（各年版、同盟通信社）、秦郁彦編『日本近現

代人物履歴事典』（第 2版、東京大学出版会、2013年）、米盛幹雄編『労働省名鑑』（各年版、時評社）、米盛康正編『厚生労働省名鑑』
（各年版、時評社）を元に作成。
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と
佐
藤
ギ
ン
子
を
除
け
ば
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
退
職
年
齢
が
漸
次
高
く
な
る

傾
向
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
影
響
さ
れ
る
形
で
、
局
長
初
任
時
の
就
任
年
齢
や

在
職
年
数
も
上
昇
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
官
僚
一
六
人
の
就
任
年
齢
と
在
職
年
数
の
傾
向
は
、
本
章

冒
頭
で
紹
介
し
た
『
公
務
員
白
書
』
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
例（
就
任
年
齢
・
在
職
年
数
）

と
近
似
値
を
示
し
て
い
る
。
女
性
官
僚
に
は
、
出
産
や
育
児
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
イ

ベ
ン
ト
が
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
と
し
て
の
働
き
方
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
章
の
分
析
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
限

り
、
こ
う
し
た
女
性
特
有
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
が
、
女
性
官
僚
の
昇
進
速
度
に
特

段
の
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

労
働（
厚
生
労
働
）省
の
内
部
部
局
に
お
け
る 

配
置
傾
向
の
分
析

　

現
在
の
厚
生
労
働
省
本
省
は
、
一
官
房
一
一
局
三
統
括
官
の
内
部
部
局
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
二
〇
〇
一
年
に
厚
生
省
と
労
働
省
を
合
併
し

て
設
置
さ
れ
た
巨
大
内
政
官
庁
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
労
働
基
準
局
、
職
業
安

定
局
、
雇
用
環
境
・
均
等
局
、
人
材
開
発
統
括
官
は
、
労
働
省
か
ら
引
き
継
が
れ

た
経
緯
が
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
省
期
か
ら
数
え
れ
ば
、
い
ず
れ
の
内
部
部
局
も

労
働
行
政
部
局
と
し
て
の
長
い
歴
史
を
持
つ
。

　

労
働
省
に
入
省
し
た
女
性
官
僚
が
経
験
す
る
内
部
部
局
に
つ
い
て
、
赤
松
良
子

（
一
九
五
三
年
入
省
）は
「
婦
人
少
年
局
か
ら
他
の
局
に
転
出
す
る
道
は
き
わ
め
て

小
さ
い
と
い
う
の
が
、
当
時
の
実
情
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
若
い
間
に
広
い
分
野

で
行
政
の
実
務
に
携
わ
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
望
み
は
、
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
が

難
し
か
っ
た）19
（

」
と
述
べ
、
村
木
厚
子（
一
九
七
八
年
入
省
）は
「
一
九
八
〇
年
代
頃

に
な
っ
て
も
、
女
は
人
事
や
予
算
に
関
わ
る
部
署
の
課
長
に
は
し
な
い
〔
中
略
〕

と
か
、
能
力
以
外
の
と
こ
ろ
で
の
暗
黙
の
慣
例
が
あ
り
ま
し
た）20
（

」
と
回
想
し
て
い

る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
の
分
析
範
囲
に
は
、
一
九
五
〇
年
代
や
一
九
七
〇
年
代
の
入
省

者
の
み
な
ら
ず
、
一
九
六
〇
年
代
の
入
省
者（
松
原
亘
子
、
太
田
芳
枝
）、
一
九
八
〇

年
代
の
入
省
者（
石
井
淳
子
、
安
藤
よ
し
子
、
定
塚
由
美
子
、
吉
本
明
子
）も
含
ま
れ
る
。

従
っ
て
、
右
記
に
挙
げ
た
女
性
官
僚
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
」
と
で
も

い
う
べ
き
状
況
が
、
労
働
省
期
の
み
な
ら
ず
厚
生
労
働
省
期
に
も
引
き
継
が
れ
た

の
か
否
か
、「
女
性
官
僚
の
回
想
」
と
い
う
主
観
的
な
リ
ソ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、

客
観
性
を
担
保
で
き
る
「
人
事
デ
ー
タ
」
を
用
い
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
の
側
面

か
ら
も
、
そ
の
傾
向
を
析
出
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
労
働
省
期
と
厚
生
労
働
省
期
を
通
し
て
、
女

性
官
僚
一
六
人
が
配
置
さ
れ
た
内
部
部
局
の
傾
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
ご
と
の

経
験
率（
経
験
人
数÷

女
性
官
僚
の
総
数
×
一
〇
〇
）を
割
り
出
す
こ
と
で
分
析
し
て

い
く
。
分
析
に
使
用
す
る
デ
ー
タ
は
、
女
性
官
僚
一
六
人
の
課
長
補
佐
以
上
の
経

歴
を
抜
き
出
し
た
［
表
］
と
し
た
。

　

経
験
率
に
お
い
て
、
最
も
高
い
の
は
雇
用
環
境
・
均
等
局
の
一
〇
〇
％
で
あ
る
。

雇
用
環
境
・
均
等
局
は
、
労
働
省
期
の
婦
人
少
年
局（
一
九
四
七
年
─
一
九
八
四
年
）、

婦
人
局（
一
九
八
四
年
─
一
九
九
七
年
）、
女
性
局（
一
九
九
七
年
─
二
〇
〇
一
年
）、
厚

生
労
働
省
期
の
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局（
二
〇
〇
一
年
─
二
〇
一
七
年
）を
前
史
に

持
つ
、
わ
が
国
の
女
性
行
政
の
中
核
組
織
で
あ
る
。
詳
細
は
第
五
章
で
後
述
す
る
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が
、
課
長
補
佐
が
六
九
％
、
課
長
が
一
〇
〇
％
、
局
長
が
八
一
％
と
、
女
性
官
僚

の
多
く
が
、
あ
ら
ゆ
る
ポ
ス
ト
を
経
験
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　

雇
用
環
境
・
均
等
局
に
次
い
で
、
大
臣
官
房
も
九
四
％
と
高
い
経
験
率
を
示
す
。

配
置
先
を
詳
細
に
み
る
と
、
局
長
の
一
歩
手
前
の
判
断
者
で
、
政
策
調
整
部
門
に

集
中
し
て
配
置
さ
れ
た
官
房
審
議
官
を
は
じ
め
、
統
計
情
報
部
、
政
策
調
査
部
、

国
際
課
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
省
全
体
の
統
括
管
理
機
能

を
有
し
、
次
官
・
局
長
コ
ー
ス
に
乗
る
登
竜
門
と
さ
れ
る
「
官
房
三
課
長
」
の
任

命
ケ
ー
ス
は
、
一
九
九
五
年
に
官
房
秘
書
課
長
と
な
っ
た
岩
田
喜
美
枝
の
み
で
あ

る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
官
房
三
課
」
の
課
長
補
佐
の
人
数
も
、
太
田
芳
枝（
官
房

秘
書
課
長
補
佐
）、
岩
田
と
北
井
久
美
子（
共
に
官
房
総
務
課
長
補
佐
）と
わ
ず
か
三
人

を
数
え
る
の
み
に
過
ぎ
な
い
。

　

一
方
、
雇
用
環
境
・
均
等
局
や
大
臣
官
房
以
外
の
内
部
部
局
に
つ
い
て
は
、
経

験
率
を
み
る
限
り
、
周
辺
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
経
験
率
を
列
挙
す
る
と
、
労
働

基
準
局
が
五
〇
％
、
労
政
局
が
三
八
％
、
職
業
安
定
局
が
三
一
％
、
人
材
開
発
統

括
官
が
三
一
％
、
社
会
・
援
護
局
が
一
九
％
、
政
策
統
括
官
が
一
二
％
と
な
る
。

労
働
省
時
代
に
創
設
さ
れ
た
労
働
行
政
部
局（
労
働
基
準
局
、
労
政
局
、
職
業
安
定
局
、

人
材
開
発
統
括
官
）は
、
経
験
率
が
五
〇
％
台
か
ら
三
〇
％
台
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

厚
生
省
由
来
の
社
会
・
援
護
局
や
、
厚
生
労
働
省
設
置
時
に
新
設
さ
れ
た
政
策
統

括
官
は
、
経
験
率
が
一
〇
％
台
と
低
い
水
準
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
女
性
行
政
部
局
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
労
働
行
政
部
局
に
お
い

て
も
、
重
層
的
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
す
る
女
性
官
僚
が
、
一
九
七
〇
年
代
以

降
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
労
政

局
の
ポ
ス
ト
経
験
が
多
い
藤
井
龍
子（
一
九
七
〇
年
入
省
）、
職
業
安
定
局
で
課
長

補
佐
・
企
画
官
・
課
長
を
経
験
し
た
北
井
久
美
子（
一
九
七
六
年
入
省
）や
伊
岐
典

子（
一
九
七
九
年
入
省
）、
人
材
開
発
統
括
官
で
管
理
職
を
歴
任
し
た
吉
本
明
子（
一

九
八
五
年
入
省
）は
、
女
性
行
政
分
野
以
外
に
も
、
そ
の
他
の
労
働
行
政
分
野
に
お

い
て
、
専
門
性
を
獲
得
し
て
い
た
。

　

な
お
、
労
働（
厚
生
労
働
）省
の
内
部
部
局
の
ポ
ス
ト
経
験
で
は
な
い
が
、
出
向

先
の
ポ
ス
ト
の
傾
向
に
つ
い
て
も
、
参
考
ま
で
に
分
析
を
加
え
て
お
き
た
い
。
女

性
官
僚
一
六
人
の
う
ち
、
課
長
補
佐
以
上
の
ポ
ス
ト
で
出
向
経
験
が
あ
る
の
は
、

全
体
の
七
五
％
に
あ
た
る
一
二
人
で
あ
る
。
入
省
年
に
よ
っ
て
、
出
向
先
の
傾
向

に
違
い
が
み
ら
れ
、
一
九
五
〇
年
代
の
入
省
者
は
、
総
理
府
婦
人
問
題
対
策
室
長

や
特
命
全
権
大
使
が
多
い
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
入
省
者
は
、
自
治
省
課
長

補
佐
と
地
方
公
共
団
体
の
幹
部
ポ
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
出
向
形
態
が
標
準
と

な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
村
木
厚
子
や
定
塚
由
美
子
の
よ
う
に
、
内
閣
官
房
・
内
閣

府
と
厚
生
労
働
省
を
往
復
す
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
も
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
内
部
部
局
ご
と
の
経
験
率
を
割
り
出
す
と
、
女
性
行
政
部
局
と

大
臣
官
房
を
中
心
に
、
そ
の
周
辺
に
、
労
働
行
政
部
局
や
福
祉
行
政
部
局
が
配
置

さ
れ
る
傾
向
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
入
省
し
た
女
性
官
僚
の
経
歴
を
み
る
と
、
女

性
行
政
部
局
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
労
働
行
政
部
局
に
お
い
て
も
、
重
層
的

な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
す
る
ケ
ー
ス
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
女
性
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
多
用
化
が
進

ん
だ
こ
と
の
表
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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［表］　女性官僚のキャリアパスデータ

氏名
（入省年）

森山眞弓
（1950年入省）

高橋久子
（1953年入省）

赤松良子
（1953年入省）

佐藤ギン子
（1958年入省）

松原亘子
（1964年入省）

太田芳枝
（1966年入省）

藤井龍子
（1970年入省）

岩田喜美枝
（1971年入省）

氏名
（入省年）

1961年 官房課長補佐 1961年
1962年 官房課長補佐 1962年
1963年 千葉労働基準局課長 1963年
1964年 千葉労働基準局課長 1964年
1965年 官房課長 1965年
1966年 官房課長 埼玉労働基準局課長 年少労働課長補佐 1966年
1967年 官房課長 埼玉労働基準局課長 年少労働課長補佐 1967年
1968年 婦人課長 婦人労働課長補佐 群馬労働基準局課長 1968年
1969年 婦人課長 婦人労働課長補佐 婦人労働課長補佐 1969年
1970年 婦人課長 婦人労働課長補佐 婦人労働課長補佐 1970年
1971年 労政局課長 労働基準局室長 婦人課長 1971年
1972年 労政局課長 労働基準局室長 婦人労働課長 鳥取労働基準局課長 1972年
1973年 官房課長 労働基準局室長 婦人労働課長 鳥取労働基準局課長 1973年
1974年 婦人少年局長 官房統計情報部課長 婦人労働課長 官房統計情報部課長補佐 1974年
1975年 婦人少年局長 婦人労働課長 山梨労働基準局長 官房課長補佐 官房統計情報部課長補佐 1975年
1976年 婦人少年局長 婦人労働課長 山梨労働基準局長 婦人労働課長補佐 労働基準局課長補佐 山形労働基準局課長 1976年
1977年 婦人少年局長 婦人労働課長 山梨労働基準局長 労働基準局課長補佐級 労働基準局課長補佐 職業安定局課長補佐級 1977年
1978年 婦人少年局長 婦人労働課長 出向（総理府室長） 婦人課長 婦人労働課長補佐 職業安定局課長補佐級 鳥取労働基準局課長 1978年
1979年 婦人少年局長 出向（総理府室長） 出向（国連公使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 出向（経済企画庁補佐） 鳥取労働基準局課長 1979年
1980年 婦人少年局長 出向（国連公使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 職業訓練局課長補佐 労政局課長補佐級 1980年
1981年 婦人少年局長 出向（国連公使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 職業訓練局課長補佐 労政局課長補佐 愛媛労働基準局課長 1981年
1982年 婦人少年局長 出向（国連大使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 職業訓練局課長補佐 労政局課長補佐 愛媛労働基準局課長 1982年
1983年 婦人少年局長 婦人労働課長 婦人労働課企画官 官房秘書課長補佐 出向（自治省補佐） 婦人労働課長補佐 1983年
1984年 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 官房政策調査部企画官 出向（自治省補佐） 婦人政策課長補佐 1984年
1985年 婦人局長 官房審議官 婦人政策課長 大阪婦人少年室長 出向（自治省補佐） 婦人政策課長補佐 1985年
1986年 出向（ウルグアイ大使） 婦人局長 婦人政策課長 大阪婦人少年室長 労政局課長補佐 官房総務課長補佐 1986年
1987年 出向（ウルグアイ大使） 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 労政局室長 婦人労働課調査官 1987年
1988年 出向（ウルグアイ大使） 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 出向（外郭団体） 婦人労働課調査官 1988年
1989年 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 出向（外郭団体） 大阪婦人少年室長 1989年
1990年 婦人局長 官房審議官 官房政策調査部課長 婦人福祉課長 大阪婦人少年室長 1990年
1991年 出向（ケニア大使） 官房審議官 官房政策調査部課長 婦人福祉課長 労政局課長 1991年
1992年 出向（ケニア大使） 婦人局長 出向（石川県副知事） 労政局課長 婦人政策課長 1992年
1993年 出向（ケニア大使） 婦人局長 出向（石川県副知事） 出向（大阪府庁部長） 婦人政策課長 1993年
1994年 出向（ケニア大使） 婦人局長 官房政策調査部長 出向（大阪府庁部長） 官房課長 1994年
1995年 労働基準局長 婦人局長 労政局部長 官房秘書課長 1995年
1996年 労政局長 婦人局長 労政局部長 官房審議官 1996年
1997年 労働事務次官 婦人局長 官房審議官 官房審議官 1997年
1998年 労働事務次官 女性局長 官房審議官 1998年
1999年 女性局長 官房総務審議官 1999年
2000年 女性局長 官房総務審議官 2000年
2001年 雇用均等・児童家庭局長 2001年
2002年 雇用均等・児童家庭局長 2002年

注：本表のポスト記載については、キャリア官僚の定期人事異動が行われる夏期（ 7月‒ 8 月）を基準とし、女性行政部局のポストについては
出典：人事興信所編『人事興信録』（各年版、人事興信所）、同盟通信社編『全国官公界名鑑』（各年版、同盟通信社）、秦郁彦編『日本近現
　　　年版、時評社）を元に作成。

局名を省き、所属課名をグレーで表示した。
代人物履歴事典』（第 2版、東京大学出版会、2013年）、米盛幹雄編『労働省名鑑』（各年版、時評社）、米盛康正編『厚生労働省名鑑』（各

78



［表］　女性官僚のキャリアパスデータ

氏名
（入省年）

森山眞弓
（1950年入省）

高橋久子
（1953年入省）

赤松良子
（1953年入省）

佐藤ギン子
（1958年入省）

松原亘子
（1964年入省）

太田芳枝
（1966年入省）

藤井龍子
（1970年入省）

岩田喜美枝
（1971年入省）

氏名
（入省年）

1961年 官房課長補佐 1961年
1962年 官房課長補佐 1962年
1963年 千葉労働基準局課長 1963年
1964年 千葉労働基準局課長 1964年
1965年 官房課長 1965年
1966年 官房課長 埼玉労働基準局課長 年少労働課長補佐 1966年
1967年 官房課長 埼玉労働基準局課長 年少労働課長補佐 1967年
1968年 婦人課長 婦人労働課長補佐 群馬労働基準局課長 1968年
1969年 婦人課長 婦人労働課長補佐 婦人労働課長補佐 1969年
1970年 婦人課長 婦人労働課長補佐 婦人労働課長補佐 1970年
1971年 労政局課長 労働基準局室長 婦人課長 1971年
1972年 労政局課長 労働基準局室長 婦人労働課長 鳥取労働基準局課長 1972年
1973年 官房課長 労働基準局室長 婦人労働課長 鳥取労働基準局課長 1973年
1974年 婦人少年局長 官房統計情報部課長 婦人労働課長 官房統計情報部課長補佐 1974年
1975年 婦人少年局長 婦人労働課長 山梨労働基準局長 官房課長補佐 官房統計情報部課長補佐 1975年
1976年 婦人少年局長 婦人労働課長 山梨労働基準局長 婦人労働課長補佐 労働基準局課長補佐 山形労働基準局課長 1976年
1977年 婦人少年局長 婦人労働課長 山梨労働基準局長 労働基準局課長補佐級 労働基準局課長補佐 職業安定局課長補佐級 1977年
1978年 婦人少年局長 婦人労働課長 出向（総理府室長） 婦人課長 婦人労働課長補佐 職業安定局課長補佐級 鳥取労働基準局課長 1978年
1979年 婦人少年局長 出向（総理府室長） 出向（国連公使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 出向（経済企画庁補佐） 鳥取労働基準局課長 1979年
1980年 婦人少年局長 出向（国連公使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 職業訓練局課長補佐 労政局課長補佐級 1980年
1981年 婦人少年局長 出向（国連公使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 職業訓練局課長補佐 労政局課長補佐 愛媛労働基準局課長 1981年
1982年 婦人少年局長 出向（国連大使） 婦人労働課長 婦人労働課長補佐 職業訓練局課長補佐 労政局課長補佐 愛媛労働基準局課長 1982年
1983年 婦人少年局長 婦人労働課長 婦人労働課企画官 官房秘書課長補佐 出向（自治省補佐） 婦人労働課長補佐 1983年
1984年 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 官房政策調査部企画官 出向（自治省補佐） 婦人政策課長補佐 1984年
1985年 婦人局長 官房審議官 婦人政策課長 大阪婦人少年室長 出向（自治省補佐） 婦人政策課長補佐 1985年
1986年 出向（ウルグアイ大使） 婦人局長 婦人政策課長 大阪婦人少年室長 労政局課長補佐 官房総務課長補佐 1986年
1987年 出向（ウルグアイ大使） 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 労政局室長 婦人労働課調査官 1987年
1988年 出向（ウルグアイ大使） 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 出向（外郭団体） 婦人労働課調査官 1988年
1989年 婦人局長 官房課長 婦人政策課長 出向（外郭団体） 大阪婦人少年室長 1989年
1990年 婦人局長 官房審議官 官房政策調査部課長 婦人福祉課長 大阪婦人少年室長 1990年
1991年 出向（ケニア大使） 官房審議官 官房政策調査部課長 婦人福祉課長 労政局課長 1991年
1992年 出向（ケニア大使） 婦人局長 出向（石川県副知事） 労政局課長 婦人政策課長 1992年
1993年 出向（ケニア大使） 婦人局長 出向（石川県副知事） 出向（大阪府庁部長） 婦人政策課長 1993年
1994年 出向（ケニア大使） 婦人局長 官房政策調査部長 出向（大阪府庁部長） 官房課長 1994年
1995年 労働基準局長 婦人局長 労政局部長 官房秘書課長 1995年
1996年 労政局長 婦人局長 労政局部長 官房審議官 1996年
1997年 労働事務次官 婦人局長 官房審議官 官房審議官 1997年
1998年 労働事務次官 女性局長 官房審議官 1998年
1999年 女性局長 官房総務審議官 1999年
2000年 女性局長 官房総務審議官 2000年
2001年 雇用均等・児童家庭局長 2001年
2002年 雇用均等・児童家庭局長 2002年

注：本表のポスト記載については、キャリア官僚の定期人事異動が行われる夏期（ 7月‒ 8 月）を基準とし、女性行政部局のポストについては
出典：人事興信所編『人事興信録』（各年版、人事興信所）、同盟通信社編『全国官公界名鑑』（各年版、同盟通信社）、秦郁彦編『日本近現
　　　年版、時評社）を元に作成。

局名を省き、所属課名をグレーで表示した。
代人物履歴事典』（第 2版、東京大学出版会、2013年）、米盛幹雄編『労働省名鑑』（各年版、時評社）、米盛康正編『厚生労働省名鑑』（各

労働（厚生労働）省女性局長のキャリアパス分析
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氏名
（入省年）

坂本由紀子
（1972年入省）

北井久美子
（1976年入省）

村木厚子
（1978年入省）

伊岐典子
（1979年入省）

石井淳子
（1980年入省）

安藤よし子
（1982年入省）

定塚由美子
（1984年入省）

吉本明子
（1985年入省）

氏名
（入省年）

1982年 山梨労働基準局課長 1982年

1983年 官房課長補佐 1983年

1984年 労政局課長補佐 出向（滋賀県庁課長） 1984年

1985年 労政局課長補佐 出向（滋賀県庁課長） 1985年

1986年 出向（自治省補佐） 職業安定局課長補佐 1986年

1987年 労働基準局課長補佐 婦人政策課長補佐 島根労働基準局課長 1987年

1988年 労働基準局企画官 婦人政策課長補佐 島根労働基準局課長 1988年

1989年 婦人労働課調査官 職業安定局課長補佐 婦人政策課長補佐 出向（山梨県庁課長） 1989年

1990年 婦人労働課調査官 官房総務課長補佐 婦人政策課長補佐 出向（山梨県庁課長） 出向（鳥取県庁課長） 1990年

1991年 職業安定局課長 官房総務課長補佐 婦人政策課長補佐 婦人福祉課長補佐 出向（鳥取県庁課長） 奈良労働基準局課長 1991年

1992年 職業安定局課長 職業安定局課長 官房政策調査部課長補佐 婦人政策課長補佐 出向（自治省補佐） 石川労働基準局課長 婦人福祉課長補佐 1992年

1993年 職業安定局課長 職業安定局課長 婦人政策課企画官 職業安定局課長補佐 婦人福祉課長補佐 出向（自治省補佐） 出向（岡山県庁課長） 職業安定局課長補佐 1993年

1994年 婦人政策課長 婦人福祉課長 婦人政策課企画官 職業安定局企画官 婦人政策課長補佐 出向（自治省補佐） 出向（岡山県庁課長） 出向（秋田県庁課長） 1994年

1995年 婦人政策課長 婦人福祉課長 婦人労働課調査官 大阪婦人少年室長 出向（厚生省） 官房政策調査部課長補佐 出向（自治省補佐） 出向（秋田県庁課長） 1995年

1996年 出向（静岡県副知事） 婦人政策課長 婦人労働課調査官 大阪婦人少年室長 出向（厚生省） 官房政策調査部課長補佐 出向（自治省補佐） 職業安定局課長補佐 1996年

1997年 出向（静岡県副知事） 婦人政策課長 職業安定局課長 職業安定局課長 婦人労働課調査官 婦人政策課企画官 婦人労働課長補佐 出向（自治省補佐） 1997年

1998年 出向（静岡県副知事） 女性政策課長 職業安定局課長 庶務課長 出向（松戸市助役） 女性福祉課室長 労政局課長補佐 出向（自治省補佐） 1998年

1999年 官房審議官 出向（静岡県副知事） 女性政策課長 庶務課長 出向（松戸市助役） 大阪女性少年室長 出向（外郭団体） 女性政策課長補佐 1999年

2000年 官房審議官 出向（静岡県副知事） 女性政策課長 庶務課長 労働基準局課長 出向（総務庁） 出向（外郭団体） 女性政策課長補佐 2000年

2001年 労働基準局部長 中労委事務局次長 雇用均等政策課長 職業安定局課長 労働基準局課長 出向（総務省） 官房総務課企画官 総務課長補佐 2001年

2002年 職業能力開発局長 中労委事務局次長 社会・援護局課長 労働基準局課長 雇用均等政策課長 出向（総務省） 官房総務課企画官 出向（小松市助役） 2002年

2003年 職業能力開発局長 官房審議官 社会・援護局課長 労働基準局課長 雇用均等政策課長 出向（滋賀県副知事） 出向（内閣府参事官） 職業能力開発局室長 2003年

2004年 官房審議官 社会・援護局課長 出向（外郭団体） 雇用均等政策課長 出向（滋賀県副知事） 出向（内閣府課長） 出向（農林水産省課長） 2004年

2005年 雇用均等・児童家庭局長 社会・援護局課長 出向（外郭団体） 雇用均等政策課長 出向（滋賀県副知事） 出向（内閣府課長） 出向（農林水産省課長） 2005年

2006年 雇用均等・児童家庭局長 官房審議官 出向（外郭団体） 労働基準局部長 雇用均等政策課長 出向（内閣府課長） 出向（農林水産省課長） 2006年

2007年 中央労働委員会事務局長 官房審議官 出向（独法行政法人） 労働基準局部長 雇用均等政策課長 職業家庭両立課長 職業能力開発局課長 2007年

2008年 雇用均等・児童家庭局長 中労委事務局次長 労働基準局部長 雇用均等政策課長 職業家庭両立課長 労働基準局課長 2008年

2009年 官房付 官房審議官／雇児局長 大阪労働局長 労働基準局分析官 職業家庭両立課長 雇用均等政策課長 2009年

2010年 出向（内閣府政策統括官） 出向（独法行政法人） 官房審議官 労働基準局分析官 社会・援護局課長 雇用均等政策課長 2010年

2011年 出向（内閣府政策統括官） 出向（独法行政法人） 官房審議官 埼玉労働局長 社会・援護局課長 雇用均等政策課長 2011年

2012年 社会・援護局長 出向（独法行政法人） 官房審議官 埼玉労働局長 社会・援護局課長 職業能力開発局課長 2012年

2013年 厚生労働事務次官 東京労働局長 雇用均等・児童家庭局長 労働基準局部長 総務課長 出向（愛知県副知事） 2013年

2014年 厚生労働事務次官 政策統括官 雇用均等・児童家庭局長 出向（内閣人事局審議官） 出向（愛知県副知事） 2014年

2015年 厚生労働事務次官 社会・援護局長 雇用均等・児童家庭局長 出向（内閣人事局審議官） 官房審議官 2015年

2016年 政策統括官 社会・援護局長 官房審議官 2016年

2017年 人材開発統括官 社会・援護局長 中労委事務局審議官 2017年

2018年 大臣官房長 人材開発統括官 2018年

2019年 人材開発統括官 中央労働委員会事務局長 2019年

2020年 中央労働委員会事務局長 2020年

2021年 中央労働委員会事務局長 2021年
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氏名
（入省年）

坂本由紀子
（1972年入省）

北井久美子
（1976年入省）

村木厚子
（1978年入省）

伊岐典子
（1979年入省）

石井淳子
（1980年入省）

安藤よし子
（1982年入省）

定塚由美子
（1984年入省）

吉本明子
（1985年入省）

氏名
（入省年）

1982年 山梨労働基準局課長 1982年

1983年 官房課長補佐 1983年

1984年 労政局課長補佐 出向（滋賀県庁課長） 1984年

1985年 労政局課長補佐 出向（滋賀県庁課長） 1985年

1986年 出向（自治省補佐） 職業安定局課長補佐 1986年

1987年 労働基準局課長補佐 婦人政策課長補佐 島根労働基準局課長 1987年

1988年 労働基準局企画官 婦人政策課長補佐 島根労働基準局課長 1988年

1989年 婦人労働課調査官 職業安定局課長補佐 婦人政策課長補佐 出向（山梨県庁課長） 1989年

1990年 婦人労働課調査官 官房総務課長補佐 婦人政策課長補佐 出向（山梨県庁課長） 出向（鳥取県庁課長） 1990年

1991年 職業安定局課長 官房総務課長補佐 婦人政策課長補佐 婦人福祉課長補佐 出向（鳥取県庁課長） 奈良労働基準局課長 1991年

1992年 職業安定局課長 職業安定局課長 官房政策調査部課長補佐 婦人政策課長補佐 出向（自治省補佐） 石川労働基準局課長 婦人福祉課長補佐 1992年

1993年 職業安定局課長 職業安定局課長 婦人政策課企画官 職業安定局課長補佐 婦人福祉課長補佐 出向（自治省補佐） 出向（岡山県庁課長） 職業安定局課長補佐 1993年

1994年 婦人政策課長 婦人福祉課長 婦人政策課企画官 職業安定局企画官 婦人政策課長補佐 出向（自治省補佐） 出向（岡山県庁課長） 出向（秋田県庁課長） 1994年

1995年 婦人政策課長 婦人福祉課長 婦人労働課調査官 大阪婦人少年室長 出向（厚生省） 官房政策調査部課長補佐 出向（自治省補佐） 出向（秋田県庁課長） 1995年

1996年 出向（静岡県副知事） 婦人政策課長 婦人労働課調査官 大阪婦人少年室長 出向（厚生省） 官房政策調査部課長補佐 出向（自治省補佐） 職業安定局課長補佐 1996年

1997年 出向（静岡県副知事） 婦人政策課長 職業安定局課長 職業安定局課長 婦人労働課調査官 婦人政策課企画官 婦人労働課長補佐 出向（自治省補佐） 1997年

1998年 出向（静岡県副知事） 女性政策課長 職業安定局課長 庶務課長 出向（松戸市助役） 女性福祉課室長 労政局課長補佐 出向（自治省補佐） 1998年

1999年 官房審議官 出向（静岡県副知事） 女性政策課長 庶務課長 出向（松戸市助役） 大阪女性少年室長 出向（外郭団体） 女性政策課長補佐 1999年

2000年 官房審議官 出向（静岡県副知事） 女性政策課長 庶務課長 労働基準局課長 出向（総務庁） 出向（外郭団体） 女性政策課長補佐 2000年

2001年 労働基準局部長 中労委事務局次長 雇用均等政策課長 職業安定局課長 労働基準局課長 出向（総務省） 官房総務課企画官 総務課長補佐 2001年

2002年 職業能力開発局長 中労委事務局次長 社会・援護局課長 労働基準局課長 雇用均等政策課長 出向（総務省） 官房総務課企画官 出向（小松市助役） 2002年

2003年 職業能力開発局長 官房審議官 社会・援護局課長 労働基準局課長 雇用均等政策課長 出向（滋賀県副知事） 出向（内閣府参事官） 職業能力開発局室長 2003年

2004年 官房審議官 社会・援護局課長 出向（外郭団体） 雇用均等政策課長 出向（滋賀県副知事） 出向（内閣府課長） 出向（農林水産省課長） 2004年

2005年 雇用均等・児童家庭局長 社会・援護局課長 出向（外郭団体） 雇用均等政策課長 出向（滋賀県副知事） 出向（内閣府課長） 出向（農林水産省課長） 2005年

2006年 雇用均等・児童家庭局長 官房審議官 出向（外郭団体） 労働基準局部長 雇用均等政策課長 出向（内閣府課長） 出向（農林水産省課長） 2006年

2007年 中央労働委員会事務局長 官房審議官 出向（独法行政法人） 労働基準局部長 雇用均等政策課長 職業家庭両立課長 職業能力開発局課長 2007年

2008年 雇用均等・児童家庭局長 中労委事務局次長 労働基準局部長 雇用均等政策課長 職業家庭両立課長 労働基準局課長 2008年

2009年 官房付 官房審議官／雇児局長 大阪労働局長 労働基準局分析官 職業家庭両立課長 雇用均等政策課長 2009年

2010年 出向（内閣府政策統括官） 出向（独法行政法人） 官房審議官 労働基準局分析官 社会・援護局課長 雇用均等政策課長 2010年

2011年 出向（内閣府政策統括官） 出向（独法行政法人） 官房審議官 埼玉労働局長 社会・援護局課長 雇用均等政策課長 2011年

2012年 社会・援護局長 出向（独法行政法人） 官房審議官 埼玉労働局長 社会・援護局課長 職業能力開発局課長 2012年

2013年 厚生労働事務次官 東京労働局長 雇用均等・児童家庭局長 労働基準局部長 総務課長 出向（愛知県副知事） 2013年

2014年 厚生労働事務次官 政策統括官 雇用均等・児童家庭局長 出向（内閣人事局審議官） 出向（愛知県副知事） 2014年

2015年 厚生労働事務次官 社会・援護局長 雇用均等・児童家庭局長 出向（内閣人事局審議官） 官房審議官 2015年

2016年 政策統括官 社会・援護局長 官房審議官 2016年

2017年 人材開発統括官 社会・援護局長 中労委事務局審議官 2017年

2018年 大臣官房長 人材開発統括官 2018年

2019年 人材開発統括官 中央労働委員会事務局長 2019年

2020年 中央労働委員会事務局長 2020年

2021年 中央労働委員会事務局長 2021年

労働（厚生労働）省女性局長のキャリアパス分析
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五　

労
働（
厚
生
労
働
）省
の
女
性
行
政
部
局
に
お
け
る 

配
置
傾
向
の
分
析

　

第
四
章
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
女
性
官
僚
一
六
人
の
女
性
行
政
部
局
の
経
験
率

は
一
〇
〇
％
に
上
る
。
そ
れ
で
は
、
女
性
官
僚
一
六
人
の
女
性
行
政
部
局
に
お
け

る
配
置
先
は
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
［
表
］
の

デ
ー
タ
を
元
に
、
⑴
局
長
、
⑵
総
務
課
、
⑶
雇
用
機
会
均
等
課
、
⑷
有
期
・
短
時

間
労
働
課
お
よ
び
在
宅
労
働
課
、
⑸
職
業
生
活
両
立
課
、
⑹
年
少
労
働
課
の
順
に

分
析
を
す
る
。
な
お
、
本
章
で
使
用
す
る
デ
ー
タ
の
性
質
上
、
女
性
行
政
部
局
の

所
属
課
名
が
頻
繁
に
登
場
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
所
属
課
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、

［
図
4
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑴　

局　
　

長

　

女
性
行
政
部
局
の
局
長
に
は
、
女
性
官
僚
一
三
人
が
任
命
さ
れ
た
。
内
訳
は
、

労
働
省
期（
婦
人
少
年
局
長
、
婦
人
局
長
、
女
性
局
長
）が
七
人
、
厚
生
労
働
省
期（
雇

用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
）が
六
人
で
あ
る
。
な
お
、
女
性
行
政
部
局
の
局
長
に
任

命
さ
れ
な
か
っ
た
三
人
は
、
職
業
能
力
開
発
局
長
の
坂
本
由
紀
子
、
社
会
・
援
護

局
長
、
大
臣
官
房
長
、
人
材
開
発
統
括
官
を
歴
任
し
た
定
塚
由
美
子
、
人
材
開
発

統
括
官
の
吉
本
明
子
で
あ
っ
た
。

　

局
長
の
職
務
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
赤
松
良
子
と
村
木
厚
子
の
回
想
が
参
考
と

な
る
。
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
八
六
年
ま
で
婦
人
少
年（
婦
人
）局
長
の
地
位
に

あ
っ
た
赤
松
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
立
法
作
業
当
時
を
振
り
返
り
、「〔
国

会
審
議
で
〕
質
問
の
矢
面
に
た
っ
て
答
弁
す
る
の
は
政
府
委
員
た
る
局
長
自
身
の

責
任
で
あ
る
〔
中
略
〕
納
得
の
い
か
な
い
答
弁
の
案
は
、
起
案
者
と
議
論
を
し
て

な
ん
ど
で
も
書
き
直
し
を
指
示
し
て
作
成
に
あ
た
っ
た）21
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
を
務
め
た
村
木

は
、「
局
長
は
、
省
庁
を
構
成
す
る
局
と
い
う
一
つ
の
大
き
な
〝
塊
〟
の
ト
ッ
プ

で
す
。
最
終
的
な
方
針
決
定
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ

た
面
白
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
判
断
す
る
対
象
も
広
が
り
ま
す
し
、
そ
れ
ま
で
の
判

断
や
も
の
の
見
方
が
、
も
う
一
段
上
が
っ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た）22
（

」
と
回
顧
し
て

い
る
。

⑵　

総 

務 

課

　

総
務
課
の
経
験
人
数
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
期
の
一
人（
伊
岐
典
子
）と
厚
生
労

働
省
期
の
二
人（
定
塚
由
美
子
、
吉
本
明
子
）の
計
三
人
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

労
働
省
期
に
お
い
て
、
伊
岐
典
子
以
前
に
入
省
し
た
女
性
官
僚
一
一
人
は
、
一

人
も
庶
務
課
長
を
経
験
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
、
女
性
行
政
部
局
の
企

画
・
連
絡
調
整
・
人
事
・
予
算
を
つ
か
さ
ど
る
庶
務
課
の
課
長
ポ
ス
ト
を
、
労
働

省
の
男
性
官
僚
が
独
占
し
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
労
働
省
女
性
局
の
歴
代

幹
部
名
簿
を
み
る
と
、
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま
で
の
間
に
、
庶
務
課
長

に
任
命
さ
れ
た
二
〇
人
は
全
員
男
性
で
あ
り
、
一
九
九
八
年
に
就
任
し
た
労
働
省

最
後
の
庶
務
課
長
が
、
初
の
女
性
課
長
と
な
っ
た
伊
岐
典
子
で
あ
っ
た）23
（

。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
男
性
官
僚
優
位
の
状
況
は
、
厚
生
労
働
省
期
の
二
〇
〇
一
年

─
二
〇
一
二
年
に
も
確
認
さ
れ
る
。
右
記
の
期
間
、
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
の

総
務
課
長
に
七
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
全
員
が
男
性
官
僚
で
あ
っ
た）24
（

。
そ
の
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後
、
二
〇
一
三
年
に
な
る
と
、
当
時
、
厚
生
労
働
大
臣
で
あ
っ
た
小
宮
山
洋
子
が

「
と
か
く
バ
イ
ア
ス
が
か
か
り
が
ち
な
女
性
の
能
力
評
価
を
、
き
ち
ん
と
す
」
べ

く
、「
女
性
の
能
力
を
き
ち
ん
と
評
価
し
て
、
し
か
る
べ
き
ポ
ス
ト
に
「
女
性
」

を
つ
け
る
こ
と）25
（

」
を
重
視
す
る
方
針
を
示
し
、
そ
の
結
果
、
伊
岐
以
来
、
二
人
目

の
本
省
女
性
課
長
と
な
る
定
塚
由
美
子
が
、
総
務
課
長
の
ポ
ス
ト
に
起
用
さ
れ
た
。

以
後
、
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局（
二
〇
一
七
年
以
降
、
雇
用
環
境
・
均
等
局
）の
総

務
課
長
ポ
ス
ト
に
は
、
男
性
官
僚
五
人
・
女
性
官
僚
二
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る）26
（

。

⑶　

雇
用
機
会
均
等
課

　

雇
用
機
会
均
等
課
に
は
、
一
九
六
四
年
入
省
の
松
原
亘
子
以
降
、
一
〇
人
の
女

性
官
僚
が
配
置
さ
れ
た
。
ポ
ス
ト
別
で
は
、
伊
岐
典
子
を
除
く
九
人
が
課
長
を
、

岩
田
喜
美
枝
、
北
井
久
美
子
、
村
木
厚
子
、
石
井
淳
子
、
安
藤
よ
し
子
、
吉
本
明

子
の
六
人
が
課
長
就
任
前
に
、
課
長
補
佐
や
企
画
官
を
経
験
し
て
い
る
。

　

一
方
、
森
山
眞
弓
、
高
橋
久
子
、
赤
松
良
子
、
佐
藤
ギ
ン
子
の
名
前
が
み
あ
た

ら
な
い
の
は
、
雇
用
機
会
均
等
課
が
、
女
性
行
政
部
局
の
中
で
、
最
も
歴
史
の
浅

い
組
織
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
雇
用
機
会
均
等
課
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
、
一
九
八

四
年
に
男
女
平
等
法
制
化
準
備
室
を
解
散
し
て
設
置
さ
れ
た
、
婦
人
政
策
課
に
ま

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
赤
松
良
子
の
回
想
録
に
よ
れ
ば
、
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
成
立
後
を
見
据
え
て
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
行
政
を
取
り
扱
う
課
と
し
て
婦
人

政
策
課
が
新
た
に
設
置
さ
れ
、
そ
こ
に
、
婦
人
課
が
所
掌
し
て
い
た
「
女
性
の
地

位
向
上
問
題
」
の
関
連
政
策
も
統
合
さ
れ
た）27
（

。
そ
の
後
、
婦
人
政
策
課
は
、
女
性

政
策
課（
一
九
九
七
年
）─
雇
用
均
等
政
策
課（
二
〇
〇
一
年
）─
雇
用
機
会
均
等
課（
二

〇
一
七
年
）と
課
名
変
更
を
重
ね
、
現
在
に
至
っ
て
い
る（［
図
4
］）。

総□□務□□課

雇用機会均等課

1947年9月
婦人少年局

1957年8月
婦人少年局

1984年7月
婦人局

1997年10月
女性局

2001年1月
雇用均等・児童家庭局

2017年7月
雇用環境・均等局

総□□務□□課

短 時 間・　  
在 宅 労 働 課

職業家庭両立課婦□人□課

庶□務□課

婦人福祉課

雇用均等政策課

庶□務□課

婦人政策課

婦人労働課

庶□務□課

女性政策課

女性労働課

婦人労働課

年少労働課

婦□人□課

婦人労働課

年少労働課

職業生活両立課

有期・短時間
労□働□課

在 宅 労 働 課女性福祉課

［図 4］　労働（厚生労働）省女性行政部局の所属課の変遷
注：�厚生労働省期の雇用均等・児童家庭局（2001年 1 月‒2017年 7 月）と雇用環境・均等局（2017年 7 月‒現在）については、労働省女性局から
移管した所属課のみを記載し、2001年に厚生省児童家庭局から移管された 4課（家庭福祉課、育成環境課、保育課、母子保健課）、2017
年に厚生労働省労働基準局から移管された勤労者生活課は、本図から省略した。

出典：�労働省女性局監修・女性労働協会女性と仕事の未来館編『未来を拓く―労働省女性行政半世紀のあゆみ―』（女性労働協会女性と仕事
の未来館、2000年、126‒127頁）、労働省史編集委員会編『労働省史』（厚生労働省、2001年、58、385、649、1043、1051頁）、厚生労
働省「厚生労働省の組織再編について」（2017年 7 月 4 日）、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169973.
html）を元に作成。
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ち
な
み
に
、
婦
人
政
策
課
の
課
長
補
佐
と
企
画
官
、
労
働
省
最
後
の
女
性
政
策

課
長
、
初
代
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
政
策
課
長
と
、
雇
用
機
会
均
等
課
の
ポ
ス
ト

を
歴
任
し
た
村
木
厚
子
は
、
課
長
補
佐
時
代（
一
九
九
〇
年
）、
諸
外
国
と
比
べ
、

国
内
で
問
題
意
識
が
立
ち
遅
れ
て
い
た
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
の
現

状
・
対
策
を
研
究
す
べ
く
、
省
内
に
「
セ
ク
ハ
ラ
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
、
最
終

的
に
、
セ
ク
ハ
ラ
防
止
措
置
の
義
務
化
を
定
め
た
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
改
正

（
一
九
九
七
年
）に
結
実
さ
せ
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る）28
（

。

⑷　

有
期
・
短
時
間
労
働
課
、
在
宅
労
働
課

　

有
期
・
短
時
間
労
働
課（
非
正
規
労
働
者
の
均
等
・
均
衡
待
遇
を
所
掌
）と
在
宅
労
働

課（
在
宅
労
働
対
策
・
家
内
労
働
対
策
を
所
掌
）は
、
二
〇
一
七
年
に
雇
用
環
境
・
均

等
局
が
新
設
さ
れ
た
際
、
旧
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
の
短
時
間
・
在
宅
労
働
課

を
分
割
し
て
設
置
さ
れ
た
課
で
あ
る
。

　
［
図
4
］
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
有
期
・
短
時
間
労
働
課
の
起
源
は
古
く
、

一
九
四
七
年
に
設
置
さ
れ
た
婦
人
労
働
課（
女
性
労
働
者
の
労
働
条
件
・
労
働
保
護
・

労
働
問
題
を
所
掌
）に
ま
で
遡
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
四
年
に
婦
人
少
年
局
が
改
組

さ
れ
た
際
、
婦
人
労
働
課
の
所
掌
体
系
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
対
策
と
家
内
労
働

対
策
に
再
編
さ
れ
た
。
課
名
変
更
に
つ
い
て
も
、
女
性
労
働
課（
一
九
九
七
年
）─

短
時
間
・
在
宅
労
働
課（
二
〇
〇
一
年
）と
二
度
行
わ
れ
て
い
る
。

　

有
期
・
短
時
間
労
働
課
と
在
宅
労
働
課
の
経
験
人
数
は
九
人
を
数
え
る
。
た
だ

し
、
経
験
し
た
ポ
ス
ト
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
入
省
年
に
よ
る
二
極
化
が
認
め
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
省
し
た
三
人（
高
橋
久
子
、
赤
松
良
子
、

佐
藤
ギ
ン
子
）は
、
課
長
補
佐
と
課
長
の
二
つ
の
ポ
ス
ト
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
れ

に
対
し
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
入
省
し
た
六
人（
松
原
亘
子
、
岩
田
喜
美
枝
、
坂
本

由
紀
子
、
村
木
厚
子
、
石
井
淳
子
、
定
塚
由
美
子
）は
、
課
長
補
佐
、
調
査
官
、
企
画

官
の
各
ポ
ス
ト
は
経
験
し
て
い
る
も
の
の
、
課
長
ポ
ス
ト
の
経
験
は
い
ず
れ
も
皆

無
で
あ
る
。

　

一
九
八
四
年
に
婦
人
政
策
課
が
設
置
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
女
性
労
働
課
は

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
立
法
政
策
の
場
で
あ
っ
た
。
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
は
、

法
制
化
準
備
か
ら
国
会
提
出
・
成
立
に
至
る
ま
で
長
い
期
間
を
要
し
た
が
、
男
女

平
等
法
制
化
準
備
室
の
次
長
に
は
、
女
性
労
働
課
長
の
佐
藤
ギ
ン
子
が
、
同
室
の

主
査
に
は
、
女
性
労
働
課
企
画
官
の
松
原
亘
子
が
充
て
ら
れ
て
い
る）29
（

。
松
原
は
、

当
時
を
振
り
返
り
、「
思
え
ば
、
三
七
歳
か
ら
四
六
歳
と
い
う
、
知
力
、
体
力
、

気
力
す
べ
て
が
充
実
し
た
こ
の
時
期
を
、
全
部
均
等
法
作
り
に
私
は
捧
げ
た
わ
け

で
す）30
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

⑸　

職
業
生
活
両
立
課

　

職
業
生
活
両
立
課
は
、
育
児
・
介
護
休
業
法（
一
九
九
一
年
）や
次
世
代
育
成
支

援
対
策
推
進
法（
二
〇
〇
三
年
）を
つ
か
さ
ど
る
、
労
働
者
の
育
児
・
介
護
・
家
族

問
題
な
ど
、
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
を
立
案
・
推
進
す
る
課
で
あ
る
。
本

章
⑷
の
有
期
・
短
時
間
労
働
課
や
在
宅
労
働
課
と
同
様
、
職
業
生
活
両
立
課
も
労

働
省
創
設
時
か
ら
の
前
史
を
有
す
る
。［
図
4
］
に
沿
っ
て
、
課
名
の
変
遷
を
た

ど
れ
ば
、
婦
人
課（
一
九
四
七
年
）─
婦
人
福
祉
課（
一
九
八
四
年
）─
女
性
福
祉
課（
一

九
九
七
年
）─
職
業
家
庭
両
立
課（
二
〇
〇
一
年
）を
経
て
、
二
〇
一
七
年
、
現
在
の

職
業
生
活
両
立
課
と
な
っ
た
。

　

職
業
生
活
両
立
課
の
経
験
人
数
は
、
課
長
五
人
、
課
長
補
佐
二
人
、
室
長
一
人
、
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課
長
補
佐
お
よ
び
課
長
一
人
の
合
計
九
人
で
あ
る
。
時
期
別
に
み
る
と
、
労
働
省

期
の
婦
人
課
、
婦
人
福
祉
課
、
女
性
福
祉
課
が
大
半
を
占
め
る
。
他
方
、
厚
生
労

働
省
期
に
職
業
家
庭
両
立
課
を
経
験
し
て
い
る
の
は
、
定
塚
由
美
子
の
み
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
局
長
ポ
ス
ト
に
進
む
女
性
官
僚
に
と
っ
て
、
労
働
省
期
の
婦

人（
婦
人
福
祉
、
女
性
福
祉
）課
は
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

も
の
の
、
厚
生
労
働
省
期
の
職
業
生
活
両
立
課
は
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
か
ら
逸
れ
て

い
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑹　

年
少
労
働
課

　

年
少
労
働
課
の
経
験
人
数
は
、
課
長
補
佐
で
配
置
さ
れ
た
赤
松
良
子
一
人
の
み

で
あ
る
。
年
少
労
働
課
は
、
一
八
歳
未
満
の
年
少
労
働
者
の
労
働
条
件
・
労
働
保

護
・
労
働
問
題
を
つ
か
さ
ど
る
課
で
、
一
九
四
七
年
に
労
働
省
が
創
設
さ
れ
た
際
、

婦
人
少
年
局
の
所
属
課
と
し
て
、
婦
人
労
働
課
、
婦
人
課
と
と
も
に
設
置
さ
れ
た
。

［
表
］
の
デ
ー
タ
を
み
る
限
り
、
女
性
官
僚
で
年
少
労
働
課
長
に
就
任
し
た
者
は

皆
無
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
本
章
⑵
で
分
析
し
た
労
働
省
庶
務
課
長
と
同
様
、

年
少
労
働
課
長
の
ポ
ス
ト
を
男
性
官
僚
が
独
占
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る）31
（

。

　

付
言
す
る
と
、
女
性
行
政
部
局
に
お
け
る
年
少
労
働
課
の
歴
史
は
、
一
九
八
四

年
に
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
三
年
の
臨
時
行
政
調
査
会
の
第
五
次

（
最
終
）答
申
で
、
婦
人
少
年
局
か
ら
年
少
労
働
行
政
事
務
を
関
係
各
部
局
に
移
管

す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
一
九
八
四
年
に
年
少
労
働
課
は
廃
止
さ

れ
、
年
少
労
働
行
政
事
務
は
労
働
基
準
局
賃
金
福
祉
部
に
移
管
さ
れ
た）32
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
官
僚
一
六
人
の
配
置
先
を
分
析
す
る
と
、
ポ
ス
ト
の
ラ
ン

ク
や
所
属
課
の
違
い
に
よ
っ
て
、
経
験
人
数
に
か
な
り
の
差
が
認
め
ら
れ
る
。
経

験
率
で
表
せ
ば
、
局
長
が
八
一
％
、
総
務
課
が
一
九
％
、
雇
用
機
会
均
等
課
が
六

三
％
、
有
期
・
短
時
間
労
働
課
お
よ
び
在
宅
労
働
課
が
五
六
％
、
職
業
生
活
両
立

課
が
五
六
％
、
年
少
労
働
課
が
六
％
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、［
表
］
の
デ
ー
タ

推
移
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
課
長
ポ
ス
ト
と
局
長
ポ
ス
ト
の
連
関
性
に
つ
い

て
、
婦
人
課
長
─
婦
人
労
働
課
長
─
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
タ
ー
ン
が
、
一
九
八
四

年
の
組
織
改
正
以
降
、
婦
人（
女
性
、
雇
用
均
等
）政
策
課
長
─
局
長
の
キ
ャ
リ
ア

パ
タ
ー
ン
に
置
き
換
わ
っ
た
こ
と
は
、
将
来
的
に
、
局
長
ポ
ス
ト
に
進
む
女
性
官

僚
に
と
っ
て
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
行
政
の
政
策
立
案
能
力
・
経
験
が
必
須
条
件

と
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

六　

結　
　

論

　

女
性
官
僚
一
六
人
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
結

果
を
要
約
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　

⑴�

学
歴
は
、
出
身
大
学
に
つ
い
て
は
東
京
大
学
偏
重
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
一

方
で
、
出
身
学
部
に
つ
い
て
は
法
学
部
が
四
四
％
、
法
学
部
以
外
が
五
六
％

と
、
必
ず
し
も
法
科
偏
重
主
義
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

⑵�

就
任
年
齢
と
在
職
年
数
に
つ
い
て
は
、
課
長
補
佐
、
課
長
、
部
長（
部
長
級
）、

局
長（
局
長
級
）の
平
均
値
を
、
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
標
準
的
な
昇
進
モ
デ
ル
と

比
較
し
た
結
果
、
両
者
に
差
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

⑶�

労
働（
厚
生
労
働
）省
本
省
の
内
部
部
局
の
配
置
傾
向
は
、
女
性
行
政
部
局
と

大
臣
官
房
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
辺
に
、
労
働
基
準
局
、
労
政
局
、
職
業
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安
定
局
、
人
材
開
発
統
括
官
、
社
会
・
援
護
局
、
政
策
統
括
官
が
配
さ
れ
て

い
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　

⑷�

労
働（
厚
生
労
働
）省
の
女
性
行
政
部
局
に
お
け
る
配
置
傾
向
は
、局
長
八
一
％
、

総
務
課
一
九
％
、
雇
用
機
会
均
等
課
六
三
％
、
有
期
・
短
時
間
労
働
課
お
よ

び
在
宅
労
働
課
五
六
％
、
職
業
生
活
両
立
課
五
六
％
、
年
少
労
働
課
六
％
と

な
っ
て
い
た
。

　

女
性
官
僚
一
六
人
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
は
、
女
性
行
政
部
局
を
中
心
と
し
た
も
の

か
ら
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
労
働
省
期
に
組
織
的
基
盤
が
確
立
さ
れ
た
労
働
行

政
部
局
や
、
旧
厚
生
省
系
の
内
部
部
局
で
あ
る
社
会
・
援
護
局
も
重
視
し
た

「
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
」
的
性
格
を
帯
び
て
い
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
女
性
官
僚
一
六
人
の
課
長
補
佐
就
任
か
ら
退
官
ま
で
の
期
間
を
、

女
性
行
政
部
局
と
そ
れ
以
外
の
部
局
で
色
分
け
し
た
［
図
5
］
に
も
表
れ
て
い
る
。

入
省
年
順
に
整
理
を
す
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
─
一
九
六
〇
年
代
の
入
省
者
は
、

女
性
行
政
部
局
を
中
心
に
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
し
て
い
た
が
、
一
九
七
〇
年
代

─
一
九
八
〇
年
代
の
入
省
者
は
、
女
性
行
政
部
局
以
外
の
部
局
で
の
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
を
蓄
積
す
る
よ
う
に
な
る
。
村
木
厚
子（
一
九
七
八
年
入
省
）の
回
想
録
に
あ
る

障
害
者
自
立
支
援
法（
二
〇
〇
五
年
）お
よ
び
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法（
二
〇
一
三

年
）の
立
法
過
程
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や）33
（

、
定
塚
由
美
子（
一
九
八
四
年
入
省
）が

厚
生
労
働
省
と
内
閣
官
房
・
内
閣
府
を
往
復
す
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
形
成
し
、
男

女
共
同
参
画
行
政
や
女
性
活
躍
推
進
の
た
め
の
施
策
に
携
わ
っ
て
き
た
こ
と
は）34
（

、

本
稿
で
分
析
し
て
き
た
女
性
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
傾
向
と
完
全
に
合
致
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

吉本明子（1985年入省）

定塚由美子（1984年入省）

安藤よし子（1982年入省）

石井淳子（1980年入省）

伊岐典子（1979年入省）

村木厚子（1978年入省）

北井久美子（1976年入省）

坂本由紀子（1972年入省）

岩田喜美枝（1971年入省）

藤井龍子（1970年入省）

太田芳枝（1966年入省）

松原亘子（1964年入省）

佐藤ギン子（1958年入省）

赤松良子（1953年入省）

高橋久子（1953年入省）

森山眞弓（1950年入省）

女性行政部局の経験期間 女性行政部局以外の経験期間

20%

21%

28%

35%

37%

43%

37%

17%

58%

21%

43%

51%

68%

48%

63%

70%

80%

79%

72%

65%

63%

57%

63%

83%

42%

79%

57%

49%

32%

52%

37%

30%

［図 5］　労働（厚生労働）省における女性行政部局の経験期間
注：�課長補佐就任から退官までの期間を対象とし、女性行政部局とそれ以外の部局をパーセンテージで表示した。
出典：�人事興信所編『人事興信録』（各年版、人事興信所）、同盟通信社編『全国官公界名鑑』（各年版、同盟通信社）、秦郁彦編『日本近現

代人物履歴事典』（第 2版、東京大学出版会、2013年）、米盛幹雄編『労働省名鑑』（各年版、時評社）、米盛康正編『厚生労働省名鑑』
（各年版、時評社）を元に作成。
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注（
（
）�

最
近
の
研
究
成
果
と
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
ツ
リ
ー
分
析
の
手
法
に
よ
る
論
文
は
、
一

九
七
一
年
入
庁
の
警
察
官
僚
を
分
析
し
た
一
瀬
敏
弘（
二
〇
一
三
年
）や
、
一
九
八
一

年
入
省
の
自
治
官
僚
を
取
り
上
げ
た
河
合
晃
一（
二
〇
一
九
年
）、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分

析
の
手
法
に
よ
る
論
文
は
、
内
閣（
内
政
）審
議
室
長
お
よ
び
内
閣
官
房
副
長
官
補

（
内
政
）を
扱
っ
た
高
橋
洋（
二
〇
〇
九
年
）や
、
自
治
事
務
次
官
─
総
務
事
務
次
官

（
自
治
省
系
）を
一
体
的
に
分
析
し
た
大
谷
基
道（
二
〇
一
五
年
）が
あ
る
。
高
橋
洋

「
第
五
章　

内
閣
官
房
の
組
織
拡
充
─
閣
議
事
務
局
か
ら
政
策
の
総
合
調
整
機
関
へ

─
」
御
厨
貴
編
『
変
貌
す
る
日
本
政
治
─
九
〇
年
代
以
後
「
変
革
の
時
代
」
を
読
み

と
く
─
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四
五
─
一
五
〇
頁
、
一
瀬
敏
弘
「
警
察
官

僚
の
昇
進
構
造
─
警
察
庁
の
キ
ャ
リ
ア
デ
ー
タ
に
基
づ
く
実
証
分
析
─
」『
日
本
労

働
研
究
雑
誌
』
第
六
三
七
巻
、
二
〇
一
三
年
八
月
、
三
九
─
四
〇
頁
、
大
谷
基
道

「
自
治
官
僚
の
昇
進
と
地
方
出
向
─
出
世
コ
ー
ス
と
出
向
先
と
の
関
係
─
」『N

U
CB�

Journal�of�Econom
ics�and�Inform

ation�Science

』
第
六
〇
巻
第
一
号
、
二
〇

一
五
年
八
月
、
二
五
─
二
九
頁
、
河
合
晃
一
「
第
一
章　

官
僚
人
事
シ
ス
テ
ム
の
変

化
と
実
態
」
大
谷
基
道
・
河
合
晃
一
編
『
現
代
日
本
の
公
務
員
人
事
─
政
治
・
行
政

改
革
は
人
事
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
変
え
た
か
─
』
第
一
法
規
、
二
〇
一
九
年
、
二
六
─

三
一
頁
。

（
（
）�

牧
原
出
「
戦
後
日
本
の
「
内
閣
官
僚
」
の
形
成
」『
年
報
政
治
学
』
第
五
五
巻
、

二
〇
〇
四
年
、
四
九
─
五
二
頁
、
牧
原
出
「
第
三
章　

日
本
の
男
女
共
同
参
画
の
制

度
と
機
構
─
「
フ
ェ
モ
ク
ラ
ッ
ト
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
」
の
視
点
か
ら
─
」
辻
村
み
よ

子
・
稲
葉
馨
編
『
日
本
の
男
女
共
同
参
画
政
策
─
国
と
地
方
公
共
団
体
の
現
状
と
課

題
─
』
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
六
二
─
六
四
頁
、
牧
原
出
「
第
九
章　

憲
政
の
中
の
「
内
閣
官
僚
」」
坂
野
潤
治
・
新
藤
宗
幸
・
小
林
正
弥
編
『
憲
政
の
政

治
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
三
〇
〇
─
三
〇
六
頁
。

（
（
）�

金
子
幸
子
「
労
働
省
婦
人
少
年
局
と
女
性
官
僚
た
ち
─
第
一
期
を
中
心
に
─
」
総

合
女
性
史
学
会
編
『
女
性
官
僚
の
歴
史
─
古
代
女
官
か
ら
現
代
キ
ャ
リ
ア
ま
で
─
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
、
一
五
七
─
一
七
〇
頁
。

（
（
）�

出
雲
明
子
「
内
閣
人
事
局
設
置
後
の
官
僚
人
事
─
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
か
ら
み
る
人
事

の
変
容
と
専
門
性
─
」『
東
海
大
学
紀
要
政
治
経
済
学
部
』
第
四
九
号
、
二
〇
一
七

年
九
月
、
八
頁
。

（
（
）�

芦
立
秀
朗
「
第
四
章　

幹
部
人
事
と
政
治
介
入
制
度
」
前
掲
『
現
代
日
本
の
公
務

員
人
事
』
九
〇
─
九
二
頁
。

（
（
）�

西
岡
晋
「
少
子
化
社
会
と
厚
生
行
政
組
織
─
「
傍
流
」
に
と
ど
ま
る
児
童
家
庭
局

─
」『
年
報
行
政
研
究
』
第
四
三
号
、
二
〇
〇
八
年
五
月
、
一
六
三
─
一
六
五
頁
。

（
（
）�

西
岡
晋
『
日
本
型
福
祉
国
家
再
編
の
言
説
政
治
と
官
僚
制
―
家
族
政
策
の
「
少
子

化
対
策
」
化
─
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
一
年
、
一
九
七
─
二
〇
二
頁
。

（
（
）�

近
藤
貴
明
「
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
」『
大
原
社

会
問
題
研
究
所
雑
誌
』
第
七
三
三
号
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
、
六
三
─
八
〇
頁
、
近

藤
貴
明
「
厚
生（
厚
生
労
働
）省
保
護
課
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
─
社
会
局
期（
一

九
五
〇
─
一
九
九
二
年
）お
よ
び
社
会
・
援
護
局
期（
一
九
九
二
─
二
〇
一
九
年
）を

対
象
に
─
」『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』
第
七
四
七
号
、
二
〇
二
一
年
一
月
、

六
四
─
八
七
頁
、
近
藤
貴
明
「
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
」

『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』
第
七
六
一
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
、
六
三
─
八
一

頁
。

（
（
）�

松
本
清
張
『
現
代
官
僚
論
』
文
藝
春
秋
、
一
九
六
三
年
、
一
一
─
一
二
頁
。

（
（0
）�

西
尾
隆
『
公
務
員
制
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
五
一
─
五
二
頁
。

（
（（
）�

定
塚
由
美
子
・
西
垣
淳
子
「
第
二
章　

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
」
村

木
厚
子
・
秋
山
訓
子
編
『
女
性
官
僚
と
い
う
生
き
方
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、

三
四
─
三
五
頁
。

（
（（
）�

村
木
厚
子
「
第
一
章　

公
務
員
の
仕
事
は
「
翻
訳
」」
前
掲
『
女
性
官
僚
と
い
う

生
き
方
』
二
頁
。

（
（（
）�

内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
『
国
家
公
務
員
女
性
幹
部
職
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
内

閣
官
房
内
閣
人
事
局
、
二
〇
一
六
年
、
四
〇
頁
。

（
（（
）�

人
事
院
編
『
公
務
員
白
書（
平
成
一
四
年
版
）』
財
務
省
印
刷
局
、
二
〇
〇
二
年
、

二
〇
─
二
一
頁
。

（
（（
）�
大
森
彌
『
官
の
シ
ス
テ
ム
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
二
頁
。

（
（（
）�
稲
継
裕
昭
「
日
本
の
公
務
員
制
度
と
そ
の
改
革
─
一
三
〇
年
を
振
り
返
る
─
」
人

事
院
編
『
人
事
院
七
〇
年　

人
事
行
政
の
歩
み
』
人
事
院
、
二
〇
一
八
年
、
四
三
三

─
四
三
四
頁
。

労働（厚生労働）省女性局長のキャリアパス分析

87



（
（（
）	

炭
谷
茂（
述
）・
岩
永
理
恵
・
田
中
聡
一
郎
・
菅
沼
隆
・
中
尾
友
紀（
聞
き
手
）『
厚

生
行
政
の
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー　

炭
谷
茂
〔
元
環
境
事
務
次
官　

元
厚
生
省
社

会
・
援
護
局
長
〕
報
告
書
』
研
究
代
表
者
菅
沼
隆
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
B�

₁
6
Ｈ

0
3
7
1
8
、
二
〇
一
七
年
、
四
頁
。

（
（（
）�

村
木
厚
子
『
あ
き
ら
め
な
い
─
働
く
あ
な
た
に
贈
る
真
実
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
─
』
日

経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
六
─
一
四
七
頁
。

（
（（
）�

赤
松
良
子
『
均
等
法
を
つ
く
る
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
六
頁
。

（
（0
）�

村
木
厚
子
『
公
務
員
と
い
う
仕
事
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
一
八
五
頁
。

（
（（
）�

前
掲
『
均
等
法
を
つ
く
る
』
一
三
六
頁
。

（
（（
）�

前
掲
『
あ
き
ら
め
な
い
』
一
四
七
頁
。

（
（（
）�

「
資
料
七　

女
性
局
歴
代
幹
部
名
簿（
局
長
・
課
長
・
室
長
）」
労
働
省
女
性
局
監

修
・
女
性
労
働
協
会
女
性
と
仕
事
の
未
来
館
編
『
未
来
を
拓
く
─
労
働
省
女
性
行
政

半
世
紀
の
あ
ゆ
み
─
』
女
性
労
働
協
会
女
性
と
仕
事
の
未
来
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
一

二
八
─
一
二
九
頁
。

（
（（
）�

皆
川
尚
史
、
中
村
吉
夫
、
高
井
康
行
、
香
取
照
幸
、
高
倉
信
行
、
田
河
慶
太
、
伊

藤
善
典
の
七
人
。
い
ず
れ
も
厚
生
省
出
身
の
男
性
官
僚
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、

雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
が
労
働
省
女
性
局
と
厚
生
省
児
童
家
庭
局
を
合
併
し
て
設

置
さ
れ
た
こ
と
が
経
緯
に
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
（（
）�

小
宮
山
洋
子
『
厚
生
労
働
大
臣
・
副
大
臣
七
四
二
日
』
八
月
書
館
、
二
〇
一
二
年
、

二
三
三
頁
。

（
（（
）�

ポ
ス
ト
別
に
整
理
す
る
と
、
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務
課
長
が
古
川
夏
樹
、

横
幕
章
人
、
川
又
竹
男
、
雇
用
環
境
・
均
等
局
総
務
課
長
が
岸
本
武
史
、
堀
井
奈
津

子
、
田
中
仁
志
、
源
河
真
規
子
と
な
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
古
川
、
横
幕
、
川
又

の
三
人
は
厚
生
省
出
身
、
岸
本
、
堀
井
、
田
中
、
源
河
の
四
人
は
労
働
省
出
身
で
あ

る
。

（
（（
）�

前
掲
『
均
等
法
を
つ
く
る
』
一
三
八
頁
。

（
（（
）�

前
掲
『
あ
き
ら
め
な
い
』
一
二
三
─
一
二
七
頁
、
村
木
厚
子
『
日
本
型
組
織
の
病

を
考
え
る
』
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
八
年
、
一
六
二
─
一
六
五
頁
。

（
（（
）�

前
掲
『
均
等
法
を
つ
く
る
』
三
八
頁
。

（
（0
）�

森
山
眞
弓
・
高
橋
久
子
・
赤
松
良
子
・
佐
藤
ギ
ン
子
・
高
橋
柵
太
郎
・
松
原
亘

子
・
太
田
芳
枝
「
女
性
行
政
五
〇
年
を
回
顧
し
て
」
前
掲
『
未
来
を
拓
く
』
六
七
頁
。

（
（（
）�

前
掲
「
資
料
七　

女
性
局
歴
代
幹
部
名
簿（
局
長
・
課
長
・
室
長
）」
一
二
八
頁
。

一
九
四
七
年（
年
少
労
働
課
設
置
）か
ら
一
九
八
四
年（
年
少
労
働
課
廃
止
）ま
で
の
間

に
、
男
性
官
僚
一
八
人
が
年
少
労
働
課
長
に
任
命
さ
れ
た
。

（
（（
）�

労
働
省
史
編
集
委
員
会
編
『
労
働
省
史
』
厚
生
労
働
省
、
二
〇
〇
一
年
、
六
四
八

─
六
四
九
頁
。

（
（（
）�

障
害
者
自
立
支
援
法
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
あ
き
ら
め
な

い
』
一
四
一
─
一
四
四
頁
、
前
掲
『
日
本
型
組
織
の
病
を
考
え
る
』
一
七
一
─
一
七

五
頁
、
前
掲
『
公
務
員
と
い
う
仕
事
』
一
五
五
─
一
五
八
頁
、
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
法
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
公
務
員
と
い
う
仕
事
』
六
九
─

八
三
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）�

内
閣
府
で
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
の
改
定
や
配
偶
者
暴
力
防
止
法（
い
わ
ゆ
る

Ｄ
Ｖ
防
止
法
）の
法
改
正
、
内
閣
人
事
局
で
第
二
次
安
倍
政
権
の
重
要
政
策
の
一
つ

で
あ
る
「
女
性
が
輝
く
社
会
」
の
推
進
に
携
わ
っ
た
。
前
掲
「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ

ン
ス
を
求
め
て
」
四
〇
─
四
三
頁
。
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